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第１ 市土の利用に関する基本構想 
 

１ 市土の特性と土地利用の動向 

 

（１）自然的特性 

●位置、面積等 

本市は、福岡県の北部、福岡市及び北九州市の

両政令指定都市の中間に位置し、東側は遠賀郡岡

垣町、遠賀町、鞍手郡鞍手町、南側は宮若市、西

側は福津市、北側は玄界灘に接している。また、

大島、地島、勝島、沖ノ島などの離島がある。 

市域面積は 11,994ha であり、うち離島面積は

992ha である。 

 

 

 

●地形  ※関連図「参考資料」P5 参照 

本市は、離島を除いてそのほぼ全域によって、独立水系である釣川の流域を構成しており、

その下流部を除いて周囲を標高 200～400ｍ前後の低い山地に囲まれた盆地状の地形をなして

いる。山地は北側の湯川山と孔大寺山の標高が高くなっている。地形要素は、海岸部の砂丘、

釣川とその支流沿岸の低地と低地周辺の河成段丘（台地）、低く平らな丘陵地、周辺の基盤山地

の４つに大別できる。離島は、主に山地からなり、平地に乏しい。 

 

●植生   

植生の分布は、海岸部に形成された砂丘上にクロマツ植林や雑木林が発達し、釣川流域の沖

積地や谷合には水田や畑地が営まれている。道路や団地などが広がる市街地は、街路樹等の植

栽が認められるが、その他の丘陵や山地部の大半はスギ、ヒノキの植林のほか、シイ・カシ二

次林、落葉樹の二次林、竹林などが混在している。自然林は、ヤブツバキ・イチイガシ・タブ

ノキなどの常緑広葉樹（いわゆる照葉樹）であり、城山にまとまった広さのものがあるほかは、

寺社境内の社
しゃ

叢林
そうりん

として断片的に残存している程度である。 

離島では、波の影響を受けない高さから自然林が生育し、その内陸側は各島とも自然林に近

い二次林が多くを占めている。 

 

図 宗像市の位置 
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●貴重な自然   

貴重な自然のうち、玄海国定公園として、さつき松原のクロマツ林、地島の大部分及び勝島

など 683ha が指定されているほか、福岡県自然環境保全地域として、沖ノ島のほぼ全域と、大

島北西部の神崎におけるハマヒサカキを主体とした海岸植物群落の地域が指定されている。 

天然記念物としては、沖ノ島の「沖の島原始林」や主に小屋島で営巣する「カンムリウミス

ズメ」が国の天然記念物に指定されている。本土側では寺社境内に生育しているイチョウやク

スノキなどすべてを合わせると、国指定２件、県指定８件、市指定４件となっている。 

また、環境省自然環境保全基礎調査において、特定植物群落 12 件、自然景観資源 11 件が選

定されており、沖ノ島とその周辺の岩礁は、特別鳥獣保護区にも指定されている。 

 

（２）社会的及び経済的特性 

１）人口  ※関連図「参考資料」P1～2 参照 

令和２年国勢調査における本市の人口は 97,095 人、世帯数は 40,947 世帯であり、平成 12

年から 20 年間で約５千人増加しているが、国立社会保障・人口問題研究所の人口推計による

と、今後は減少が想定されており、令和 27 年度には、88,631 人になることが予測されている。 

一方、高齢者人口（65 歳以上人口）の比率は 29.7％となっており、令和７年以降は 30％以

上になることが予測されている。 

年齢別の移動状況は、男女とも 20～24 歳から 25～29 歳になるときに、大幅な転出超過が見

られることから、就職を契機に若年層が継続的に市外へ流出していることが予測される。 

また、昼夜間比率が 85.7％と低く、市外への通勤・通学の割合が高くなっており、この割合

は平成 12 年から平成 22 年の約 10 年間横ばいで推移してきたが、平成 27 年以降増加傾向にあ

る。 

地区ごと（500ｍメッシュ）に人口密度の状況は、ＪＲ鹿児島本線の赤間駅及び東郷駅、教育

大前駅周辺を中心とする市街化区域において高い人口密度を保っている。 

また、平成 27 年から令和２年の人口増減率は、市街化区域を中心に増加傾向を示す箇所が

ある。一方で、市街化調整区域においては、区域区分前に住宅開発が行われた大王寺・玄海ニ

ュータウン、公園通りなどで高い人口密度を保っている。 
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図 年齢階級別人口移動の長期的動向        出典：国勢調査 

図 人口と世帯数の推移         出典：国勢調査 

図 人口の推移 

出典：H7～R2 国勢調査,R7～R27 国立社会保障・人口問題研究所 
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２）産業  ※関連図「参考資料」P12～13 参照 

●就業人口 

本市の就業人口は、令和２年時点で 38,914 人である。構成比は第１次産業 3.0％、第２次産

業 20.7％、第３次産業 72.5％であり、第１次産業は減少傾向となっている。 

●農業 

経営耕地面積は、令和２年時点で 1,240ha、農家数は 631 戸、農家人口は 1,406 人であり、

ともに平成 17 年以降減少傾向にある。 

●漁業 

令和４年時点の漁業協同組合員数は 387 人、漁業経営体数は 296 経営体、令和４年時点の漁

獲高は県内トップクラスの 5,359 トンである。漁業経営体数及び漁業協同組合員数は、平成 30

年から令和３年までは微減傾向にあるが、令和３年から令和４年にかけては横ばいで推移して

いる。一方、漁獲高は、平成 30 年から令和元年にかけて減少傾向にあり、令和元年以降、令和

３年にかけて増加傾向に転じるが、その後令和３年から令和４年にかけては減少傾向にある。

また、漁獲金額は、令和元年から令和３年までは横ばいであり、令和３年から令和４年にかけ

ては増加傾向にある。 

●工業 

令和３年時点の製造業従業者数は 1,876 人、製造品出荷額は約 395 億円であり、令和元年以

降増加傾向にある。製造業事業所数については、令和２年までほぼ横ばいで推移してきたが、

令和３年時点で 44 箇所となっており、増加傾向にある。 

●商業 

令和３年時点の年間販売額は約 960 億円、事業所数は 532 箇所となっている。平成 24 年以

降商業統計調査の調査方法が大幅に変更されたため、過年度との比較はできないが、平成 28 年

以降は減少傾向となっている。 

本市の大規模小売店舗等については、市街化区域の赤間駅周辺、国道３号及び旧国道３号（主

要地方道福間宗像玄海線の一部・主要地方道宗像玄海線の一部）沿いを中心に立地している。

コンビニエンスストアについても同様の立地状況であるが、市周縁部にも立地が見られる。 
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３）交通  ※関連図「参考資料」P14～16 参照 

●道路網 

市域の道路交通網は、国道３号とその北側を走る旧国道３号及び海岸近くを走る国道 495 号

によって東西方向の骨格が形成されている。一方、南北方向は、主に主要地方道「宗像篠栗線」

から主要地方道「宗像玄海線」につながる路線、一般県道「宗像若宮線」と主要地方道「若宮

玄海線」からなる路線、主要地方道「直方宗像線」から主要地方道「若宮玄海線」につながる

路線により骨格が形成されている。 

●鉄道 

ＪＲ鹿児島本線が市域を東西に横断し、教育大前駅、赤間駅、東郷駅の３駅があり、福岡市、

北九州市などと連絡している。令和５年度の乗車人員（１日当り平均）は赤間駅で 7,511 人、

東郷駅で 4,912 人、教育大前駅で 2,149 人となっている。新型コロナウイルス感染症の影響に

より、令和２年度は大幅に減少しているが、令和３年度以降は回復傾向にある。また、赤間駅

の利用者数はＪＲ九州管内で第 20 位となっている。 

●バス路線 

市内のバス路線は、西鉄バスが５路線（うち市外と結ぶ路線は４路線）、ふれあいバスが３ル

ート運行している。 

また、西鉄バスとふれあいバスで対応できない地域に対しコミュニティバスを運行するとと

もに、日の里地区については、ＡＩを活用したオンデマンドバス「のるーと」を導入し、効果

的な交通空白地域の解消を図っている。 

●渡船 

神湊港渡船ターミナル発着の市営渡船は、大島航路（１日７往復）と地島航路（１日６往復）

が運行している。 

 

４）公共公益施設  ※関連図「参考資料」P16 参照 

官公庁施設は市役所周辺、文化・交流施設は「宗像ユリックス」周辺に集積している。また、

本市には２つの大学が立地している。 

さらに、「宗像大社辺津宮」周辺には郷土文化学習交流施設の「海の道むなかた館」、玄界灘

に近接する国道 495 号沿いには観光物産機能を有する「道の駅むなかた」が立地し、旧唐津街

道の赤間宿には「街道の駅赤馬館」が立地するなど、地域特性を表す公共施設配置となってい

る。 

また、コミュニティ活動の基盤として、12 のコミュニティ・センターが整備されている。 
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５）水利用  ※関連図「参考資料」P19～20 参照 

上水道は、釣川、多礼ダム、吉田ダムの自己水源と、北九州市などからの受水により水需要

をまかなっている。このことから、釣川水系の水資源を育む周縁部の山林の保全が特に重要と

なっている。 

上水道の整備状況は、令和５年度末で給水人口 85,368 人、普及率 88.2％、給水区域内の普

及率は 89.8％（給水区域内人口 95,041 人）となっている。 

下水道の整備状況は、令和５年度末で公共下水道の処理区域面積は 2,630ha、供用区域戸数

は 44,606 戸、下水道普及率は 99.4％となっている。また、大島、地島では漁業集落排水処理

施設（73ha）が整備されている。 

 

６）歴史、文化、観光・レクリエーション   

本市には、令和６年度末、77 件の指定等文化財（国指定 17 件(うち国宝１件、重要文化財 11

件、記念物５件)、国登録４件、国選択１件、県指定 22 件、市指定 33 件）がある。宗像大社、

鎮国寺、宗生寺などの寺社仏閣や、旧唐津街道沿いの赤間宿、原町の街なみなど貴重な歴史・

文化遺産を有している。特に宗像大社は、本市の歴史・文化的シンボルであるとともに、重要

な観光資源でもある。平成 29 年７月に「『神宿る島』宗像・沖ノ島と関連遺産群」がユネスコ

の世界遺産一覧表に記載され、将来にわたり貴重な財産を守り続け、持続可能な世界遺産のあ

るまちづくりを進めていくことが求められている。 

また、玄界灘に面した美しい海岸線、さつき松原、大島、地島、沖ノ島、釣川、四塚連山な

どの豊かな自然資源や、活魚料理を代表とする食の資源などの観光・レクリエーション資源が

ある。 
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（３）土地利用の動向 

令和４年における主な市土の利用区分構成は、農用地17.8％（第２次国土利用計画19.7％）、

道路 7.6％（第２次国土利用計画 7.6％）、宅地 14.7％（うち住宅地 10.0％、工業用地 0.1％、

その他の宅地 4.6％ 第２次国土利用計画 13.5％）となっている。 

直近５年間の土地利用の動向として、おおむね横ばいで推移しているものの、農用地が減少

傾向にあり、宅地が緩やかな増加傾向にある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【近年の土地利用区分別面積の推移】 

出典：平成 22 年は「第２次宗像市国土利用計画」における基準年次の数値 

平成 30 年－令和 4 年は「福岡県土地利用動向調査」の数値を参照（各種統計区分の変更等による数値の乖離を防ぐため、 

福岡県土地利用動向調査の統計数値に統一） 

 

※上記のとおり調査方法等が異なるため、平成 22 年と平成 30 年以降の数値は接続しない 

※「福岡県土地利用動向調査」においては「採草牧草地」は整理されていないが、過年度と同様に旧市営牧場(大島)の面積を 

計上し、増加分を「その他」で調整 

※「福岡県土地利用動向調査」における「原野等」の数値は「その他」に計上し、減少分を「その他」で調整 

※合計が合わない部分は小数点以下の四捨五入による 

※単位：ｈａ 

田 畑 採草牧草地 国有林 民有林

前回計画の
現況年の数値
（平成22年）

2,360 1,630 608 120 4,732 330 4,402 0 649 409 138 101

（平成22年構成比） 19.7% 13.6% 5.1% 1.0% 39.6% 2.8% 36.8% 0.0% 5.4% 3.4% 1.2% 0.8%

平成30年 2,219 1,580 519 120 5,015 328 4,687 0 376 172 107 97

令和元年 2,183 1,570 493 120 5,015 328 4,687 0 376 172 107 97

令和２年 2,155 1,560 475 120 5,121 330 4,791 0 375 172 107 96

令和３年 2,149 1,560 469 120 5,121 330 4,791 0 375 172 107 96

令和４年 2,134 1,550 464 120 5,121 330 4,791 0 375 172 107 96

（令和４年構成比） 17.8% 12.9% 3.9% 1.0% 42.7% 2.8% 39.9% 0.0% 3.1% 1.4% 0.9% 0.8%

増減数
（H22年とR4
年との比較）

-226 -80 -144 0 389 0 389 0 -274 -237 -31 -5

区分
農用地 森林

原野

水面・河川・水路

水面 河川 水路

住宅地 工業用地 その他の宅地

前回計画の
現況年の数値
（平成22年）

909 810 87 12 1,613 1,276 8 329 1,703 11,966

（平成22年構成比） 7.6% 6.8% 0.7% 0.1% 13.5% 10.7% 0.1% 2.7% 14.2% 100.0%

平成30年 903 831 44 28 1,743 1,189 12 542 1,735 11,992

令和元年 899 827 44 28 1,745 1,193 11 541 1,776 11,994

令和２年 904 832 44 28 1,755 1,198 11 546 1,684 11,994

令和３年 906 834 44 28 1,755 1,198 13 544 1,688 11,994

令和４年 907 835 44 28 1,761 1,204 11 546 1,696 11,994

（令和４年構成比） 7.6% 7.0% 0.4% 0.2% 14.7% 10.0% 0.1% 4.6% 14.1% 100.0%

増減数
（H22年とR4
年との比較）

-2 25 -43 16 148 -72 3 217 -7 28

区分

道路
宅地

その他 宗像市総面積
一般道路 農道 林道
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２ 土地利用上の課題 

 

本市の市土の特性に加え、社会的潮流から見たまちづくりの課題として、「本格的な人口減

少・少子高齢化の進行」、「激甚化・頻発化する自然災害への対応」、「自然保護や地球温暖化へ

の取組」、「行政と市民・事業者等とのさらなる協働の実践」に向けた取組を推進する観点から、

土地利用上の課題を次のとおり整理する。 

 

（１）持続可能な市土の利用・管理 

本市の人口は令和２年度まで増加傾向で、平成 12 年から 20 年間で約５千人増加している。

国立社会保障・人口問題研究所の人口推計によると、今後は減少が想定されていることから、

定住・移住施策等を積極的に展開することで、第３次宗像市総合計画で掲げる計画終期（令和

17 年３月末時点）での人口維持を目指す。 

人口減少が続くと、住宅地の低密度化や中心市街地の空洞化が進行するとともに、所有者が

不明の土地や空き家、低未利用地が増加することにより、土地利用効率の低下や管理水準の低

下が懸念される。また、農業の担い手不足による農地や農業用施設用地の管理水準の低下、荒

廃農地の増加とともに荒廃森林の増加が懸念される。 

そのため、本格的な人口減少・少子高齢化の進行に備え、市土の適正な利用と管理を通じて、

荒廃させない取組を進めていく必要がある。 

 

（２）防災・減災対策による安全・安心な都市づくり 

近年、激甚化・頻発化する自然災害により、各地で甚大な被害が発生しており、本市におい

ても集中豪雨による浸水や土砂災害が発生していることから、これまで以上に安全・安心に住

み続けられる都市づくりが求められている。 

今後も地球温暖化等の気候変動の影響により、より頻繁に集中豪雨が発生する可能性が高く

なると予測されており、風水害、土砂災害の激甚化・頻発化が懸念される。本市においても、

土砂災害に対するリスクや、釣川沿いを中心に洪水・高潮の浸水に対するリスクが想定されて

いることから、地域特性を十分に踏まえた防災・減災対策を強化するとともに、災害リスクの

高い地域における適切な土地利用の制限、さらには立地適正化計画との連携等により、安全な

地域への居住誘導や都市機能誘導等に向けた取組を進めていく必要がある。 

 

（３）環境との共生を基盤とした都市づくり 

本市は、三方を囲む標高 200ｍ～400ｍ前後の山々の緑、中央部を貫流する釣川、広大な農地、

さつき松原に代表される美しい海岸線、大島、地島、沖ノ島、勝島の島々、四塚連山などの豊
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かな自然環境や宗像大社、鎮国寺などの歴史的環境に恵まれている。これらの環境は、ふるさ

との原風景をかたちづくる母体であり、本市の魅力として積極的に保全・活用する必要がある。 

また、市周縁部の山林や優良な農地は、環境や景観の保全、水害などの防災面、世界遺産の

継承など多面的な機能を有していることから、積極的に保全する必要がある。 

また、再生可能エネルギーの導入促進が求められるなか、施設整備に伴う自然環境や景観へ

の影響が懸念される。 

そのため、都市的土地利用にあたっては、自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失

を止め反転させるネイチャーポジティブの考えに根差し、人と自然にやさしい環境負荷の少な

い都市づくりを進めていく必要がある。 

 

（４）将来にわたり市民の生活利便性を維持する持続可能な都市づくり 

人口減少・少子高齢化が進行する状況下においても、将来にわたり市民の生活利便性を維持

していくことが求められている。 

人口が減少することで、食品小売店等の生活サービスや路線バス等の公共交通サービスの低

下・撤退、中心市街地の衰退による都市の活力低下が懸念される。 

本市では、赤間駅周辺を中心に基盤整備や都市機能の誘導を図ってきたが、中心地としての

個性や回遊性、市内各所及び周辺市町村からのアクセシビリティが十分とは言えない。 

そのため、生活に必要な機能が集積し、都市の魅力や地域特性を活かした多極型な拠点づく

りと、移動や乗り換えが便利な交通ネットワークづくりをさらに進め、若年世代の定住・流入

促進、高齢者など誰もが安心して快適に暮らせるコンパクト・プラス・ネットワークの都市づ

くりを進めていく必要がある。 

 

（５）良好な住宅ストックを活かした住環境の再生 

日の里、自由ヶ丘などの住宅団地は区画面積が大きく、敷地に緑が豊富であるなど良好な住

宅ストックとなっている。また、区画整理などにより開発された団地では公園、遊歩道などが

整備され、基盤の整った良好な住環境を形成している。 

しかし、本市の住宅地開発は、河川沿いの平地部に広がる農地の後背となる丘陵部を中心に

行われたため、市街地が分散して立地している。また、居住者の高齢化や空き地・空き家とい

った問題を抱えている。 

特に、昭和 40 年代に開発が進んだ日の里や自由ヶ丘などの住宅団地は、建築物の老朽化が

進み更新時期を迎えていることから、建て替え時期を好機として、拠点や中心等とのアクセス

の改善を図るとともに、空き家や空き地の有効利用を図ることで、安全で多様な世代が住み続

けられる住環境への再生を図る必要がある。 
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（６）都市活力を増進する産業の活性化 

少子高齢化が進行する状況下においても、持続的な発展を遂げていくためには、これまで培

ってきた観光・産業基盤をさらに磨き上げ、地域経済を活性化させることが不可欠である。 

土地利用の面からは、本市は工業の集積が薄いなか、現在の工業系用途地域内にまとまった

規模の低未利用地がないことが問題である。また、道の駅むなかたなどの観光拠点に近接した

場所における魅力ある拠点づくりのための用地確保が必要である。 

そのため、交通の利便性や周辺環境の保全、拠点などとの連携、中心市街地との役割分担を

十分に検討したうえで、新たな産業基盤の創出に向けた用地を確保する必要がある。 

 

（７）地域資源の保全活動促進による美しい都市づくり 

現状の市土を維持し、質を高め、次世代に引き継いでいくためには、自然環境や歴史・文化

遺産、緑豊かな住宅地などの地域資源を市民・事業者・行政が一体となって保全・活用してい

くことが不可欠である。 

そのため、地域資源を保全・活用する取組を活発化することにより、自然環境と都市活動が

調和した美しい景観を形成していく必要がある。 
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３ 市土利用の基本方針 

（１）基本理念 

国や本市を取り巻く社会情勢の変化、国土利用計画（全国計画）の改定（令和５年）、及び土

地利用上の課題を踏まえ、市土利用に係る基本理念を示す。 

 

１）拠点性の向上と将来にわたる利便性の確保 

本格的な人口減少・少子高齢化の進行に備え、中心部の拠点性を向上させるとともに、生

活に身近な範囲に拠点や中心を形成し、公共交通などのネットワークを強化することで、将

来にわたる生活利便性を確保していく。 

 

２）豊かな地域資源の継承 

豊かな自然環境や、歴史・文化遺産などの地域資源を次世代に継承し、都市活動と調和を

保ちながら保全に努める。 

 

３）既存ストックの有効活用 

これまで培ってきた既存ストックを十分に活用し、暮らしの質や利便性を向上させるとと

もに、持続可能な都市づくりの実現を目指す。 

 

４）メリハリのある土地利用の誘導 

多彩な地域資源と調和のとれた良好な環境を保全するとともに、災害リスクの状況などの

地域特性を十分に踏まえたうえで、戦略的・計画的な土地利用を推進するなど、均衡のとれ

たメリハリのある土地利用を誘導する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

参考 ≪国土利用計画法の基本理念≫ 

第二条 

国土の利用は、国土が現在及び将来における国民のための限られた資源であるとともに、

生活及び生産を通ずる諸活動の共通の基盤であることに鑑み、公共の福祉を優先させ、自然

環境の保全を図りつつ、地域の自然的、社会的、経済的及び文化的条件に配意して、健康で文

化的な生活環境の確保と国土の均衡ある発展を図ることを基本理念として行うものとする。 
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（２）基本方針 

第３次宗像市総合計画では、本市の目指すべき姿として「心地よい生活空間の中で、安心し

て住み続けられるまち」を将来像として掲げ、「時代の変化に対応した持続可能な都市の実現

に向け、まちにある魅力を最大限に引き出し、快適に暮らせるまち」を目指している。このよ

うな将来像と土地利用上の課題、本計画における基本理念を踏まえたうえで、以下の市土利用

の基本方針を設定する。 

 

１）集約型都市構造の充実 

本市の中心的な役割を担う赤間駅周辺は、にぎわいや人々の交流を促進する空間を創出し、

さらなる拠点性の向上を図る。また、東郷駅周辺及び市役所周辺については、商業・業務、

医療・福祉・行政機能等の集積などにより、若年世代をはじめ多様な世代の定住・流入促進

に資する拠点形成を図る。 

教育大前駅周辺や地域コミュニティが形成される一定のエリアにおいて、生活に身近な拠

点や中心を形成し、将来にわたる生活利便性の維持・向上を図る。 

広域都市間を連携する交通結節点の強化を図り、交通利便性をより一層高めるとともに、

周辺を含めた一体的なまちづくりについて推進する。 

また、これらの地域特性を踏まえた多様な拠点や中心の有機的な連携強化を図るため、公

共交通ネットワークの維持・充実を図るとともに、地域の実情に合わせた地域交通の再構築

を図る。 

 

２）既存ストックの活用による定住・転入・交流人口の拡大 

市街地に点在する低未利用地や空き家、老朽化に伴い機能更新が求められる公共施設など

の既存ストックを活用し、にぎわいや人々の交流を促進する空間を創出する。 

また、高齢化が進む住宅団地などの建て替え時期を好機と捉え、若者・子育て世代の流入

を促し世代循環バランスの健全化を図るとともに、暮らしやすさを高める多世代交流の実現

を図る。 

 

３）安心して快適に住み続けられる住環境の形成 

激甚化・頻発化する自然災害に対し、ハード・ソフト両面からの防災対策の強化を図ると

ともに、災害リスクが高い地域については、居住誘導区域など一定の都市基盤が整う安全性

が確保された地域へと緩やかな誘導を促進する。 

また、ゼロカーボンシティの実現に向けて、省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの

導入を促進するとともに、防災や二酸化炭素の吸収など多面的な機能を有する山林、農地、
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海岸の保全と活用に努める。 

人々の暮らしに潤いをもたらし、レクリエーションの場として利用される都市公園につい

ては、多様な主体との連携による維持管理に努めるとともに、にぎわいや交流を生む新たな

活用方策について検討する。 

    公共建築物や都市施設の整備にあたっては、誰もが安全・快適に利用できるようユニバー

サルデザインのまちづくりを進める。 

 

４）地域特性に応じたメリハリのある土地利用の規制・誘導 

市街化区域では、生活利便性の向上などに資する開発の需要に応じて、周辺環境との調和

を考慮し、計画的な用途地域の見直しを検討する。 

一方、市街化調整区域では、無秩序な市街化の拡大を抑制するとともに、豊かな自然環境

や良好な営農環境を保全していく一方で、将来にわたり地域コミュニティを存続させるため

に集落の活性化が必要な場合は、周辺環境や災害リスクなどを十分に考慮し、適正な土地利

用を促進する。 

また、地域経済を活性化させ、市の活力向上を図るため、位置特性や利用状況に応じて、

農地などを活用した新たな産業基盤の創出を図る。 

 

５）多彩な地域資源の保全と積極的な活用 

本市が有する多彩な自然環境、歴史・文化遺産を持続可能な形で保全しつつ、さらなる地

域の活性化を図るため、周辺を含めた一体的なにぎわいの創出、地域資源の有機的な連携に

資する公共交通の再構築など、多様な主体との連携・参画による地域資源の有効活用を図る。 
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４ 利用区分別の市土利用の基本方向 

 

市土利用の基本方針に基づく利用区分別の基本方向を次のとおり整理する。 

（１）農用地 

◆農業生産や洪水の調整機能、潤いのある景観形成、保水やヒートアイランドの抑制など、グ

リーンインフラとしての多面的な機能の発揮が期待できるため保全を原則とする。 

◆将来にわたり食料を安定的に供給する観点から、農用地等の優良農地の保全に努める。 

◆農業生産の効率化や担い手を確保するため、農地中間管理事業等の活用により農地の集積・

集約化を推進する。 

◆鉄道駅周辺や広域幹線道路に近接する農地については、周辺環境との調和や災害ハザードの

状況を踏まえ、位置的ポテンシャルを活かした地域の拠点性向上に資する最適な土地利用方

針について検討する。 

（２）森林 

◆水源かん養機能、山地災害防止機能、レクリエーション機能など、多面的な機能の発揮が期

待できるため保全を原則とする。 

◆林業従事者の減少や高齢化に対応するため、担い手の確保や保全活動への多様な主体の参画

を促進する。 

◆公共施設等を建築する際に木材の活用を促進する。 

◆高速道路や国道等と近接する地域については、周辺環境との調和や災害ハザードの状況を踏

まえ、広域交通の利便性を享受できる最適な土地利用について検討する。 

（３）水面、河川、水路 

◆ため池などの水面は、農業用水の安定的確保や災害防止機能を有する観点から、計画的な整

備・保全に努めるとともに、安全性の向上を図る。 

◆河川は、計画的・広域的な流域治水対策や防災対策を促進するとともに、河川空間を活用し、

安らぎと潤いを与える親水空間の創出に努める。 

◆水路は、農業用水路や排水路などの適切な維持管理に努めるとともに、水害対策のための整

備を行う。 

（４）道路 

◆都市間連携や地域間連携に資する幹線道路網整備を推進する。 

◆点在する観光拠点の有機的な連携強化に資する道路整備を進める。 
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◆赤間駅や東郷駅周辺などの中心市街地は、人々の活発な活動や回遊性を促すため、徒歩や自

転車での移動がしやすいような環境整備を進める。 

◆農道は、農業の生産性向上や農用地の適正な管理を行うために、適切な管理を図る。 

（５）宅地 

１）住宅地 

◆耐震や環境性能を備えた住宅ストックの質の向上を図る。 

◆農地などの住宅転用を抑制するため、低未利用地や空き家の活用・除却を推進する。 

◆世代循環の健全化や多世代の交流促進、生活利便性の向上に資する住宅団地の再生を促進

する。 

◆赤間駅周辺などにおいて、土地の高度利用による都市型居住を促進する。 

◆農村・漁村集落地は、周辺環境との調和に配慮しつつ、災害リスクを十分に踏まえたうえ

で、既存集落の維持・活性化を図るため、優良田園住宅制度等を活用した魅力ある住環境

の形成を図る。 

２）工業用地 

◆新たな企業誘致や工業用地の適正配置を進める。対象用地については、広域交通の利便性

が高く、まとまった用地が確保できる箇所を想定する。 

なお、用地確保にあたっては、交通条件等の優位性を考慮しつつ、周辺環境や自然環境と

の共生に配慮しながら、農林漁業との調和を図りつつ、計画的に適正な規模の用地確保に

向けた土地利用の調整を行う。 

３）店舗・事務所等その他の宅地 

◆中心拠点として赤間駅周辺を位置づけ、市民のニーズに応え得る中核的な商業・業務、医

療・福祉機能など高次都市機能の立地を促進する。 

◆拠点として東郷駅周辺及び市役所周辺を位置づけ、東郷駅周辺は、市民の利便性を高める

ため、商業・業務機能などの立地を促進する。また、市役所周辺は行政機能などの維持を

図る。 

◆地域拠点として、教育大前駅周辺、自由ヶ丘３丁目周辺及び光岡交差点周辺を位置づけ、

周辺住民の生活に必要な機能や賑わいの創出に向けた機能の確保を図る。 

◆生活拠点として、くりえいと北、城西ヶ丘、自由ヶ丘南、ひかりヶ丘、広陵台、青葉台、

朝野を位置づけ、周辺地域の日常生活に必要な商業・医療機能などの立地を促進する。 

◆地域中心として、吉武、池野、岬、大島、牟田尻、深田、神湊を位置づけ、持続可能な地

域コミュニティの存続に向けて、生活するうえで必要最低限の機能を確保する。 

◆生活中心として、大王寺、公園通りを位置づけ、郊外の住宅市街地を対象に、買い物など
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の日常生活に必要な施設を確保する。 

◆特定機能広域連携拠点として、宗像ユリックス周辺を位置づけ、近隣市町との連携により、

さらなるサービスの向上や管理の効率化の促進を図る。 

（６）海岸及び沿岸地域 

◆漁業、海上交通、観光レクリエーションの場として、海域と陸域の一体性や良好な景観形成

に配慮しながら有効に活用する。 

また、自然環境や生態系の保全などに十分配慮し、海岸の保全を図る。 

（７）その他 

◆公共・公益施設は、多様化する住民のニーズを踏まえ、環境の保全に配慮しながら必要な用

地を確保する。 

なお、施設の整備にあたっては、防災性の確保と災害時における施設の活用、さらには誰も

が安心して利用できるユニバーサルデザインを推進するとともに、施設内の緑化の推進や建

築する際の木材活用を促進する。 

 

  



 
 

17 

第２ 市土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及び 

その地域別の概要 
 

１ 市土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標 

 

（１）目標年次等 

本計画は、概ね 10 年間の市土利用の方向性を示す観点から、目標年次を令和 17 年とし、基

準年次を令和４年とする。 

※基準年次については、利用区分ごとの現況規模を「令和４年度福岡県土地利用動向調査」の数値を
使用していることによる 

 

（２）人口の想定 

市土の利用に関して基礎的な前提となる本市の目標年次（令和 17 年）における人口は、第

３次宗像市総合計画に即し、97,000 人とする。 

 

（３）利用区分 

市土の土地利用区分については、「福岡県土地利用動向調査」に基づき、「土地利用現況把握

調査」の利用区分を用いるものとする。 

 

（４）目標設定の方法 

市土の利用区分ごとの規模は、利用区分別の利用状況と変化について、土地利用の実態との

調整を行い、将来の人口や都市像などを前提とした土地利用面積を予測して、その目標を定め

るものとする。 

 

（５）目標値 

目標年次（令和 17 年）の利用区分ごとの規模の目標は、次表のとおりである。なお、次表の

数値については、今後の経済社会の不確定さなどに鑑み、弾力的に理解されるべき性格のもの

である。 

※目標値の設定方法など「参考資料」P22～26 参照 
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【利用区分ごとの規模の現況及び目標】 

                                     単位：ｈａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上表利用区分の補足説明 ※国土交通省による国土の利用区分の定義参照 
・水面：湖沼（人造湖及び天然湖沼）及びため池の満水時の水面 
・河川：一級河川、二級河川、準用河川における河川区域 
・水路：農業用用排水路 
・その他の宅地：住宅地及び工業用地に該当しない土地（商業・業務地など） 
・その他：農用地、森林、水面・河川・水路、道路、宅地のいずれにも該当しない土地（公共公益施

設用地、公園緑地、遊休農地など） 
 
※第２次宗像市国土利用計画の目標数値とは、算出方法や出典データが異なるため比較はできない 

基準年 ⽬標年 増減

令和４年度 令和17年度 令和17年度−
令和４年度 令和４年度 令和17年度

農⽤地 2,134.0 2,102.0 △ 32.0 17.8% 17.5%
⽥ 1,550.0 1,526.8 △ 23.2 12.9% 12.7%
畑 464.0 455.2 △ 8.8 3.9% 3.8%
採草牧草地 120.0 120.0 0.0 1.0% 1.0%
森林 5,121.0 5,098.0 △ 23.0 42.7% 42.5%
国有林 330.0 330.0 0.0 2.8% 2.8%
⺠有林 4,791.0 4,768.0 △ 23.0 39.9% 39.8%
⽔⾯・河川・⽔路 375.0 375.0 0.0 3.1% 3.1%
⽔⾯ 172.0 172.0 0.0 1.4% 1.4%
河川 107.0 107.0 0.0 0.9% 0.9%
⽔路 96.0 96.0 0.0 0.8% 0.8%
道路 907.0 917.5 10.5 7.6% 7.6%
⼀般道路 835.0 845.5 10.5 7.0% 7.0%
農道 44.0 44.0 0.0 0.4% 0.4%
林道 28.0 28.0 0.0 0.2% 0.2%
宅地 1,761.0 1,838.0 77.0 14.7% 15.3%
住宅地 1,204.0 1,232.9 28.9 10.0% 10.3%
⼯業⽤地 11.0 37.6 26.6 0.1% 0.3%
その他の宅地 546.0 567.5 21.5 4.6% 4.7%

1,696.0 1,663.5 △ 32.5 14.1% 13.9%
11,994.0 11,994.0 0.0 100.0% 100.0%

その他
合計

構成⽐
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２ 地域別の概要 

地域別の概要については、土地利用の現況及び自然的、社会的、経済的条件を勘案し、陸地部

と離島部（大島、地島）に区分して利用目的に応じた規模について整理する。 

（１）農用地 

陸地部では、農振農用地のうち農業基盤整備を実施した優良農地を中心として、基本的には

維持・保全に努め、荒廃農地の発生抑制や解消を図るとともに、新たな居住者の受け皿となる

居住地を整備する際には、既存ストックを活用する観点などを鑑み、これまでの傾向と比べて

減少率の鈍化を見込む。 

離島部では、宅地などへの転換圧力が低いと想定されるため、現状並みで推移する。 

 

（２）森林 

陸地部では、工業用地として一定規模の新規用地を確保する観点などから減少する。 

離島部では、開発圧力が低く、緑の保全を図る観点から、現状のまま推移する。 

 

（３）水面・河川・水路 

陸地部・離島部ともに、現状のまま推移する。 

 

（４）道路 

陸地部では、都市計画道路の整備や住宅地の開発に伴う道路整備などにより増加する。 

離島部では、宅地などへの転換圧力が低いと想定されるため、現状並みで推移する。 

 

（５）宅地 

陸地部では、住宅整備や周辺環境及び災害リスクの状況を鑑み適正な土地利用を推進する観

点から住宅地が増加する。また、工業用地については、国道３号沿いなどにおいて、一定規模

の新規用地を確保する観点から増加する。商業用地などのその他の宅地については、赤間駅周

辺の拠点機能の強化に資する整備、宅地の開発需要が高まる地域や既存住宅団地の再生とあわ

せて都市機能の誘導を図る観点、及び道の駅むなかたを拠点とした北部沿道商業地等の活性化

を図る観点から増加する。 

離島部では、宅地や工業用地、商業用地への転換圧力が低いと想定されるため、現状並みで

推移する。 

 

（６）その他 

陸地部では、工業用地として一定規模の新規用地を確保する観点などから、主に遊休農地や

低未利用地等が減少する。 

離島部では、開発圧力が低いと考えられるため、現状並みで推移する。  
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第３ 第２に掲げる事項を達成するために必要な措置の概要 

「第２ 市土の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及びその地域別の概要」に掲げる事項を

達成するために必要な措置を以下に示す。 

なお、本計画は、国や自治体などの公的主体に加え、地域住民や民間企業、ＮＰＯ、学術研究者

などの多様な主体との連携により実現されるものである。 

 

１ 土地利用に関する法律などの適正な運用 

国土利用計画法をはじめとする土地利用関係法令（都市計画法、農業振興地域の整備に関する

法律、森林法、自然公園法など）の適正な運用、及びこれに基づく土地利用に関する諸計画の充

実、及び長期的展望に立った総合的かつ計画的な土地利用の調整を図ることにより、適正な土地

利用を推進する。 

 

２ 地域特性や拠点の役割に応じた地域整備施策の推進 

◆赤間駅周辺は、立地適正化計画の適正な運用などにより、中心拠点として利便性や拠点性に

資する多様な都市機能を集積するとともに、道路、河川などの公共施設の整備を行う。 

また、上記の機能を支える一定の人口集積を図るため、土地の高度利用などにより都市型居

住を促進する。 

  ◆東郷駅周辺は、拠点として市民の利便性を高めるため、商業・業務機能などの立地を促進す

る。 

  ◆市役所周辺は、拠点として行政機能などの維持を図る。 

  ◆教育大前駅周辺や自由ヶ丘３丁目周辺、光岡交差点周辺に位置づける地域拠点は、立地適正

化計画や開発許可制度、地区計画などの活用により、周辺住民の生活に必要な機能やにぎわ

いの創出に向けた機能の確保を図るとともに、公共交通の結節機能の向上を図る。また、生

活拠点などの市街化区域においては、生活利便性の向上を図るため、開発需要に応じた用途

地域の見直しを図る。 

  ◆広域都市間を連携する交通結節点の強化を図り、交通利便性をより一層高めるとともに、周

辺を含めた一体的なまちづくりについて検討する。 

  ◆多様な世代が安心して住み続けられる住環境の整備に向けて、以下の取組を推進する。 

   ・若者世代や子育て世帯向け住宅、高齢者向け住宅など世代ニーズに応じた住宅供給の促進 

   ・世代循環バランスの健全化が図られた多世代交流を生む団地再生 

   ・地区計画の推進や景観に関する協定などによる快適な住環境の形成 

   ・空き家などを活用した二地域居住※等に資する移住者の受け皿整備 

※都市住民が農山漁村などの地域にも同時に生活拠点を持つこと  
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  ◆国道 495 号沿道及び鐘崎漁港、神湊漁港周辺は、玄海国定公園など、周辺の良好な景観に配

慮しつつ、観光拠点形成に寄与する計画的な店舗誘導や利便性・回遊性を高める土地利用を

促進する。 

  ◆これまで整備してきた都市公園は、機能や特性に応じてリニューアルを図る際には、民間活

力を誘導するなど、官民連携による新たな公園の活用方策を検討し、にぎわいや交流機能を

創出するなど、誰もが快適に過ごせる公園づくりに努める。 

  ◆農振農用地の農業基盤整備を実施していない地区は、生産条件を向上させ優良農地として保

全するために、農業用施設などの整備に努める。 

   また、高齢化に伴い減少する担い手の育成・確保等を図る中で、農用地の利用集積を促進す

るとともに、耕作放棄地の発生防止と解消を図る。担い手不足の解消や耕作放棄地への対応

にあたっては、農地中間管理事業などの活用やスマート農業の推進により、農作業の効率化・

負担軽減を図る。 

  ◆大島及び地島は、交流人口の増加を図るため、離島固有の自然的・歴史的資源を活かした環

境整備を推進する。 

  ◆地域経済の活性化による市の活力向上を図るため、災害リスクや周辺環境との調和に十分配

慮し、農地などを活用して新たな産業基盤の創出を図る。 

 

３ 土地利用に係る環境の保全及び安全性、快適性の確保 

◆開発行為については、公園・緑地を十分確保するとともに、自然環境や生活環境に与える影

響を見極め、環境保全に十分配慮するものとする。また、敷地内の緑化を推進し、住環境や

都市環境の保全に努める。 

◆良好な住環境の保持・推進を図るため、公園や広場、緑地などのオープンスペースを確保す

るとともに、狭あい道路解消に向けた生活道路の整備や通学路の環境整備を推進する。 

◆景観計画に基づき、地域特性に応じた自然景観や歴史・文化遺産との調和、魅力ある都市景

観の形成を推進する。 

◆台風や集中豪雨などによる洪水や内水等に伴う浸水被害を防止するため、排水施設の整備・

改修を進めるとともに、洪水緩和機能を有する農地や山林の保全、宅地開発の適正化を促進

するなど、流域治水の観点から総合的な治水対策を進める。 

◆ゼロカーボンシティの実現に向けて、省エネルギーの推進や再生可能エネルギーの導入を促

進するなど、持続可能な都市を形成するとともに、二酸化炭素の吸収による環境負荷の低減

や防災機能など、多面的な機能を有する山林や農地の保全に努める。 

◆貴重な歴史・文化遺産及び地域資源の保全、整備に努める。 
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４ 土地利用の転換の適正化及び有効利用の促進 

 

◆海岸部の自然公園地域を中心とした特に自然環境に恵まれた地域は、現在及び次世代の市民

の財産として、土地利用転換を抑制し、保全していく。 

◆農用地の利用転換については、農業的土地利用との調整を図りつつ、本市の社会・経済的振

興及び地域農業への影響、環境保全、防災、景観形成などに配慮し、無秩序な転用を抑制し

ながら、優良農用地が確保されるよう、十分配慮して行う。 

◆森林の利用転換については、水源かん養、山地災害防止、文化、生物多様性保全などの各公

益的機能を保持するために原則として抑制する。 

◆市街化区域内の低未利用地のうち、まとまった樹林地など、快適で安全な住環境の確保のた

めに重要なものについては、保全に努める。 

   また、市街化区域内の空き家や低未利用地は、市街化の促進と土地の有効活用のため、「宗像

市空き家・空き地バンク」などにより、開発や住み替えを誘導する。 

   今後は、人口減少・高齢化に伴い所有者不明の土地の増加が懸念されることから、相続登記

義務化の周知・促進などにより、円滑な土地の流通・活用を目指す。 

  ◆より効率的で持続可能な行政サービスの提供に向けて、公共施設やインフラの再編などにつ

いて検討し、老朽化が進む施設の長寿命化や集約化による機能強化など、既存ストックの有

効活用を推進する。 

  ◆市街化調整区域における農村集落地については、「宗像市市街化調整区域の整備・保全の方

針」に基づき、無秩序な都市的土地利用を抑制しつつも、持続可能な集落環境を維持するた

め、計画的な土地利用を行う。 

 

５ 協働による土地の維持管理の促進 

 

◆市土は市民共有の財産であることを踏まえ、土地所有者による管理はもちろんのこと、国や

自治体などの公的機関に加え、地域住民や民間企業、ＮＰＯ、学術研究者など、土地所有者

以外の多様な主体との協働により維持管理を行うことで、市土の適正な管理への意識の向上、

市内外の人々の交流促進、地域への愛着の醸成、新たなイノベーションの創出などが期待さ

れる。 

 そのため、河川や海岸、道路、公園などの清掃活動や緑化活動など、地域資源の保全・活用

や良好な景観形成などの様々な活動において、多様な主体が参画できる取組を進める。 

 

  



 
 

23 

６ 土地に関する調査の実施及び成果の普及・啓発 

 

◆市土の均衡ある発展と適切な土地利用を図るため、自然環境の保全状況、土地利用の動向、

土地取引の状況などについて、地籍調査など科学的かつ総合的な調査を随時実施し、市土の

実情を把握する。 

 また、市民による市土への理解を促し、本計画の整合性と実効性を高めるため、調査結果の

普及や啓発を図る。 

 

７ 計画の推進 

 

◆本計画を推進するためには、市土の現状と動向、市土利用上施策の現状と課題、計画達成状

況の把握などの進行管理や、土地利用の総合的、計画的な調整を行う。 
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第３次宗像市国土利用計画 

 

＜参考資料＞ 

 



1 

１ 土地利用を規定する条件に関する基礎データ 

１－１ 基盤条件 

（１）年齢別人口構成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）３階級別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）昼夜間人口 

 

 

  

【平成 22 年】 【令和２年】 

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 



2 

（４）地区別人口密度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）地区別人口増減 

  

出典：国勢調査 

出典：国勢調査 
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１－２ 自然条件 

（１）土地利用の推移 

【昭和 55 年頃】 

 
 

 

【平成 14 年】 

 
  

出典：国土地理院旧版地形図等を基に作成 
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【令和４年】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査 

※都市計画基礎調査は都市計画区域を対象にしているため、都市計画区域外についてはデータなし 
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（２）地形及び水系 

 

（３）傾斜区分 

   

出典：国土地理院 基盤地図情報（R4 時点） 

出典：国土交通省 国土数値情報（S56 時点） 
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（４）表層地質 

  

出典：国土交通省 国土数値情報（S58 時点） 
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（５）災害リスクの状況 

①浸水想定区域（計画規模） 

  

出典：福岡県洪水浸水想定区域図（H30 時点） 

※対象河川 釣川水系釣川、八並川、山田川 

※計画規模とは、計画降雨（年超過確率 1/50）によって、河川が氾濫した場合に浸水が想定される範囲及び水深 

※年超過確率 1/50 の降雨に伴う洪水により対象河川が氾濫した場合の浸水状況 
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②浸水想定区域（想定最大規模） 

  

出典：福岡県洪水浸水想定区域図（H30 時点）※対象河川 釣川、八並川、山田川 

福岡県洪水浸水想定区域図（R4 時点）※対象河川 樽見川、吉田川、阿久住川、四十里川、横山川、 

大井川、高瀬川、朝町川 

※想定最大規模とは、想定最大規模降雨（年超過確率 1/1000 程度の降雨量を上回るもの）によって、河川が氾濫

した場合に浸水が想定される範囲及び水深 

※想定最大規模降雨 

［対象となる河川と算出条件］ 

釣川、八並川、山田川（前提となる降雨：釣川流域の 6 時間総雨量 543 ㎜） 

樽見川、吉田川、阿久住川、四十里川、横山川、大井川、高瀬川、朝町川（前提となる降雨：釣川流域の 24

時間総雨量 992 ㎜） 
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③高潮浸水想定区域 

  

出典：福岡県高潮浸水想定区域図（Ｈ30 時点） 

※我が国既往最大規模の台風を基本とし、各海岸で潮位偏差が最大となるよう複数の経路を設定して高潮浸水シ

ミュレーションを実施した結果を重ね合わせた最大の浸水深 
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④津波浸水想定区域 

  

出典：福岡県津波浸水想定区域図（H28 時点） 

※国において検討された津波を起こす断層などから、福岡県に到達する最大クラスの津波を選定し、津波浸水シミュ

レーションにより予測される浸水の区域などを設定 



11 

⑤土砂災害警戒区域・土砂災害特別警戒区域 

  

出典：福岡県土砂災害危険箇所マップ（R6 時点） 
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１－３ 社会条件 

（１）産業別就業人口 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）農家数及び経営耕地、農家人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）漁業経営体数及び漁獲高の推移 

  

出典：国勢調査 出典：国勢調査 

出典：宗像市統計書 出典：宗像市統計書 

出典：宗像市統計書 出典：宗像市統計書 
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（４）製造品出荷額及び従業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）年間商品販売額及び従業者数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：工業統計調査 出典：工業統計調査 

出典：商業統計調査 出典：商業統計調査 

※商業統計調査については、平成 24 年以降調査設計の大幅な変更のため以前の数値とは接続しない 
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（６）道路網、交通利便性 

①道路網 

②道路からの距離 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査 

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査 
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③インターチェンジ・スマートインターチェンジからの距離 

 

（７）ＪＲ乗車人員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

出典：九州旅客鉄道株式会社 出典：九州旅客鉄道株式会社（R5 時点） 

順位 駅名
乗車人員
（人/日）

順位 駅名
乗車人員
（人/日）

1 博多 119,562 11 佐賀 11,722

2 小倉 32,073 12 福工大前 10,922

3 鹿児島中央 19,437 13 南福岡 9,711

4 大分 16,949 14 竹下 9,470

5 熊本 16,292 15 九大学研都市 8,985

6 吉塚 14,867 16 長崎 8,863

7 折尾 13,983 17 福間 8,549

8 千早 13,559 18 戸畑 8,372

9 香椎 13,470 19 大野城 7,823

10 黒崎 13,247 20 赤間 7,511

出典：国土交通省 国土数値情報を基に作成（R5 時点） 
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（８）公共交通機関 

（９）公共公益施設の位置 

  

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査、市ホームページ（R6 時点）、国土交通省 国土数値情報（R4 時点）、

市資料（R6 時点） 

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査、市ホームページ（R6 時点） 
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（10）大規模小売店舗などの位置 

 

（11）都市公園の位置 

  

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査 

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査、スーパーマーケットマップをもとに作成（R6 時点） 
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（12）屋外レクリエーション施設の位置 

  

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査 
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（13）上水道整備状況 

  

出典：宗像地区事務組合 

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査 

H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度

行政区域内人口（人） （A) 96,816 96,900 96,990 96,931 96,930 96,786

給水区域内人口（人） （B) 94,092 94,434 94,579 94,559 95,167 95,041

給水人口（人） （C) 84,421 84,763 84,908 84,888 85,494 85,368

普及率（％） （C/A） 87.2% 87.5% 87.5% 87.6% 88.2% 88.2%

給水区域内の普及率（％） （C/B） 89.7% 89.8% 89.8% 89.8% 89.8% 89.8%
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（14）下水道施設整備状況 

  

出典：下水道課（R5 時点） 

全体計画区域面積(ha) 事業認可区域面積(ha) 供用面積(ha) 整備率(%)

公共下水道 2,857.9 2,729.0 2,629.6 92.0

世帯数(世帯) 供用区域戸数(戸) 普及率(%)

宗像市 44,884 44,606 99.4

市街化区域内 43,866 43,603 99.4

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査 



21 

（15）農業振興地域及び農用地区域 

（16）農業生産基盤整備状況 

   

出典：令和 4 年度都市計画基礎調査、国土交通省 国土数値情報（H27 時点） 

出典：国土交通省 国土数値情報（H27 時点） 
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２ 目標値の設定方法など 

２－１ 市土の土地利用区分及び定義 

土地利用区分については、「福岡県土地利用動向調査」に基づき、下表の国土交通

省における「土地利用現況把握調査」の利用区分を参考に用いるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２－２ 土地利用区分別の目標面積の算定方法（本編 P18） 

福岡県土地利用動向調査（平成 30 年から令和４年）の面積推移に基づくトレンド

推計や新たな工業用地の確保などによる転用を基本としつつ、人口や土地利用動向を

考慮した推計が必要な土地利用区分については、以下の考え方に基づき算出する。 

（１）「農用地」に関する考え方 

「農用地」については、平成 30 年から令和４年の面積推移に基づくトレンド

推計によると、令和 17 年の農用地面積は 2,043.9ha となるが、近年の農地転用

の状況や将来的な人口動向を鑑み、以下のとおり目標値を設定する。 

 

 

 

  

利用区分 定義 

農用地 耕地の目的に供される土地 

森林 国有林と民有林の合計 

原野等（宗像市に対象地なし） 森林以外の草生地 

水面・河川・水路 水面 湖沼（人造湖及び天然湖沼）並びにため池の

満水時の水面 

河川 一級河川、二級河川、準用河川における河川

区域 

水路 農業用用排水路 

道路 一般道路、農道及び林道の合計 

宅地 住宅地 建物の敷地及び建物の維持又は効用を果たす

ために必要な土地 

工業用地 従業員４人以上の事業所の敷地 

その他の宅地 「宅地」から「住宅地」と「工業用地」を除い

た土地 

その他 上記のいずれにも該当しない土地 
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①「田」関する考え方 

農用地を構成する地目である 「田」については、基準年である令和４年の農

用地面積の構成比を基に算出している。 

 

②「畑」関する考え方 

農用地を構成する地目である「畑」については、基準年である令和４年の農

用地面積の構成比を基に算出している。 

 

③「採草牧草地」関する考え方 

農用地を構成する地目である「採草牧草地」については、採草牧草地につい

ては、本編 P７「土地利用の動向」のとおり変更がないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準年 

令和４年度 

(2022 年度) 

目標年（趨勢） 

令和 17 年度 

(2035 年度) 

補正等の考え方 

目標年 

令和 17 年度 

(2035 年度) 

2,134.0ha 2,043.9ha 

◆減少が鈍化する令和２年か

ら令和４年の変化率に基づ

き推計 

◆国土利用計画(全国計画)の

農用地面積の変化率を計上：

趨勢数値に対し 1.06 を計上 

2,102.0ha 
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（２）「宅地」に関する考え方 

「宅地」については、土地利用の区分のなかでも変動する要素が最も大きいことか

ら、構成する地目（住宅地、工業用地、その他の宅地）ごとに分析・推計し、目標面

積を設定する。 

 

①「住宅地」に関する考え方 

「住宅地」については、平成 30 年から令和４年の面積推移に基づくトレンド

推計によると、令和 17 年の住宅地面積は 1,245.0ha となるが、近年の住宅地の

整備状況や既存ストックを活用する観点、さらには将来的な人口動向を鑑み、以

下のとおり目標値を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準年 

令和４年度 

(2022 年度) 

目標年（趨勢） 

令和 17 年度 

(2035 年度) 

補正等の考え方 

目標年 

令和 17 年度 

(2035 年度) 

1,204.0ha 1,245.0ha 

◆趨勢の推計に今後の人口動

向を加味し算出 

 ①平成 30 年から令和４年の

住宅地の面積を住民基本

台帳による市内総人口で

除し、千人当たりの住宅地

面積を算出 

 ②上記５ヵ年の推移より変

化率の平均値を算出し、ト

レンド推計により令和 17

年の千人当たりの住宅地

面積を算出 

→令和 17 年：12.71ha/千人 

 ③上記の千人当たりの住宅

地面積に令和 17 年の目標

人口 97,000 人を乗じて住

宅地の面積を算出 

→ 12.71 × 97,000/1,000 ＝

1,232.9ha 

1,232.9ha 
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②「工業用地」に関する考え方 

「工業用地」については、平成 30 年から令和４年の面積推移に基づくトレ

ンド推計によると、令和 17 年の工業用地面積は 8.6ha となるが、将来的な人

口動向を鑑みるとともに、新たな土地利用を推進する観点から、以下のとおり

目標値を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

基準年 

令和４年度 

(2022 年度) 

目標年（趨勢） 

令和 17 年度 

(2035 年度) 

補正等の考え方 

目標年 

令和 17 年度 

(2035 年度) 

11.0ha 8.6ha 

◆趨勢の推計に今後の人口動

向を加味し算出 

 ①平成 30 年から令和４年の

工業用地の面積を住民基

本台帳による市内総人口

で除し、千人当たりの工業

用地面積を算出 

 ②上記５ヵ年の推移より変

化率の平均値を算出し、ト

レンド推計により令和 17

年の千人当たりの工業用

地面積を算出 

 →令和 17 年：0.089ha/千人 

 ③上記の千人当たりの工業

用地面積に令和 17 年の目

標人口 97,000 人を乗じて

工業用地の面積を算出 

 → 0.089 × 97,000/1,000 ＝

8.6ha 

④上記8.6haに国道３号沿線

等の市の活力向上に資す

る新たな産業基盤等の創

出を見込む 29ha を加え工

業用地面積を算出 

→8.6＋29＝37.6ha 

37.6ha 
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③「その他の住宅」に関する考え方 

「その他の住宅」については、平成 30 年から令和４年の面積推移に基づく

トレンド推計によると、令和 17 年のその他の宅地面積は 551.9ha となるが、

将来的な人口動向を鑑みるとともに、住宅地の整備に伴う都市機能の誘導、さ

らには新たな土地利用を推進する観点から、以下のとおり目標値を設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基準年 

令和４年度 

(2022 年度) 

目標年（趨勢） 

令和 17 年度 

(2035 年度) 

補正等の考え方 

目標年 

令和 17 年度 

(2035 年度) 

546.0ha 551.9ha 

◆趨勢の推計に今後の人口動

向を加味し算出 

 ①平成 30 年から令和４年の

その他の宅地面積を住民

基本台帳による市内総人

口で除し、千人当たりのそ

の他の宅地面積を算出 

 ②上記５ヵ年の推移より変

化率の平均値を算出し、ト

レンド推計により令和 17

年の千人当たりのその他

の住宅地面積を算出 

 →令和 17 年：5.69ha/千人 

 ③上記の千人当たりの住宅

地面積に令和 17 年の目標

人口 97,000 人を乗じてそ

の他の宅地の面積を算出 

 → 5.69 × 97,000/1,000 ＝

551.9ha 

④上記 551.9ha に、周辺環境

等に配慮し新たに有効利

用を図る土地 15.6ha を加

えその他の宅地面積を算

出 

 →551.9＋15.6＝567.5ha 

567.5ha 
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２−３ ⼟地利⽤転換表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 第３次宗像市国土利用計画の位置づけ 

第３次宗像市国土利用計画は、国土利用計画法第８条の規定に基づく市町村計画と

して、 「全国の区域について定める国土の利用に関する計画（全国計画）」及び「都道

府県の区域について定める国土の利用に関する計画（都道府県計画）」を基本とし、

本市の最上位計画となる宗像市総合計画に即しつつ、将来像を見据え、本市の市土の

利用に関する基本的事項を定めるものであり、土地の利用に関する指針となるもので

ある。 

本計画は、都市計画マスタープラン等の土地利用に関連する部門別計画の上位計画

に位置づけられるものであり、宗像市の均衡ある発展を見据えた適正な土地利用を推

進するため、農用地、森林、宅地等の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標やその

目標を達成するために必要な措置を定めている。 

 

  

 
農用地 森林 

水面・河

川・水路 
道路 宅地 その他 

令
和
４
年 

農用地 2,134.0 2,102.0   5.0 27.0  

森林 5,121.0  5,098.0   23.0  

水面・河川・

水路 
375.0   375.0    

道路 907.0    907.0   

宅地 1,761.0     1,761.0  

その他 1,696.0    5.5 27.0 1,663.5 

令和 17 年 目標値 2,102.0 5,098.0 375.0 917.5 1,838.0 1,663.5 

 

単位：ha 

転換源 
転換先 
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４ 用語解説 

（※ページ数は本編を指します。） 

あ行 

アクセシビリティ（P９） 

移動のしやすさのこと。 

オープンスペース （P21） 

都市の中で建物などのない開放的空間

をいう。広場や公園、ポケットパーク、河川

空間など、都市内での遊びやレクリエーシ

ョンなどを促進する場及び防災機能を果

たす場として重視されている。 

 

か行 

回遊性 （P9、P15、P21） 

まちの中を歩くとき、複数の目的地が

繋がっていて、歩いてその間を移動でき、

街を楽しみながら時間を過ごせることを

いう。 

河
か

成
せい

段丘
だんきゅう

 （P1） 

河川の侵食・堆積作用によって形成さ

れた台地状の平坦面が階段状に連続する

地形をいう。 

河川区域 （P１８） 

河川の流水が継続して存する土地など

で、河川管理者が指定した区域。区域内は、

河川の流水・土地の占有、土砂の採取、工

作物の新築・改築・増築などについて、河

川管理者の許可が必要となる。 

幹線道路 （P14、P15） 

都市の骨格を形成する道路で、一般的

には国道及び主要な県道・市道を指す。 

既存ストック （P1１、P1２、P１９、P２２） 

道路や下水道施設、宅地や住宅など都

市の機能のうち、既にできあがっている

ものをいう。 

洪水の調整機能 （P14） 

雨水を一時的に貯留し川にゆっくりと

流すことで、大雨のときに河川流量が大

きくなって洪水となることを防ぐ機能を

いう。 

 

 

国定公園 （P2、P21） 

国立公園に準ずる優れた自然の景勝地

であって、都道府県の申し出により、環境

大臣が指定するもの。区域内では、工作物

の新築・改築・増築、木竹の伐採、鉱物の

掘採、土石の採取などについて、県知事の

許可が必要となる。本市においては、地

島・勝島・さつき松原などが、玄海国定公

園に指定されている。 

コミュニティ （P5、P12、P13、P16） 

一般的に共同体又は共同社会と訳され、

その中でも「地域コミュニティ」は、特に地

域の結びつきが強く、地域性をもった集

団のことをいう。本市においては、平成 9

年 5 月に「宗像市コミュニティ基本構想」

を策定し、コミュニティを中心に市民が集

い、ふれあうまちづくりを目指している。 

コンパクト・プラス・ネットワーク （P９） 

地域の活力維持とともに、医療・福祉・

商業などの生活機能を確保し、高齢者が

安心して暮らせるように地域公共交通と

連携して、集約型の都市構造を目指す方

針のこと。 

 

さ行 

市街化区域（P2、P4、P13、P20、P22） 

都市計画区域の中に定められる区域で、

市街地として積極的に開発・整備する区

域であり、すでに市街地を形成している

区域及び概ね 10 年以内に優先的かつ計

画的に市街化を図るべき区域。 

市街化調整区域 （P２、P13、P22） 

都市計画区域の中に定められる区域で、

無秩序な市街化の進行を抑制するために、

建物や工作物の建築等が制限されている

区域である。区域内では、原則として、建

築物の建築、増改築または用途を変更す

ることはできない。 

自然景観資源 （P2） 

環境省が実施する「自然環境保全基礎

調査」において、自然景観の基盤を成す地

形・地質のうち、視覚に訴える特徴的なも

のなどとして選定された場所。 
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自然公園 （P20、P22） 

我が国の風景を代表するに足りる傑出

した自然の風景地などとして、環境大臣

又は県知事によって指定される区域。国

立公園、国定公園、県立自然公園がある。

（⇒国定公園） 

自然林 （P1） 

人の手で切られたことがほとんどない

まま、自然状態で生育している樹林。 

社
しゃ

叢林
そうりん

 （P1） 

神社の森のことで、鎮守の森と呼ぶこ

ともある。 

従業者数 （P4） 

宗像市内の事業所で働いている勤労者

の数。 

住宅ストック （P9、P15） 

これまでに建築され、蓄積されてきた、

現存する住宅のことを指す。 

親水空間 （P1４） 

河川、湖沼、海岸などにおける、水面の

見えやすさ、水面への接近のしやすさ、水

への触れやすさなどを統合し、人が水や

川に触れて親しみを深めることができる

空間のことをいう。 

水源かん養 （P14、P22） 

森林などが、樹木などの植生や、水を吸

収し蓄える土壌の働きによって、雨水を

人が利用できる形で蓄え、また、ゆっくり

時間をかけて河川へ送り出すことにより

流量を平準化し、洪水や渇水の緩和など

の機能のことをいう。 

 

た行 

昼夜間比率 （P２） 

昼間人口を夜間人口で割った比率。夜

間人口は「宗像市内に住んでいる人数」で

あり、昼間人口は「夜間人口-市外に通勤

通学する人数＋市外から通勤通学してく

る人数」のことである。 

鳥獣保護区 （P2） 

鳥獣の保護繁殖を図るために、環境大

臣又は県知事が指定する区域。区域内で

は、鳥獣の捕獲が禁止され、鳥獣の繁殖

に必要な対策が行われる。また、特に必要

があると認められるときは、この中に特別

保護地区を指定することができ、そこでは

一定の開発行為に許可が必要となる。本

市では、沖ノ島が国設保護区（一部特別保

護地区）、地島が県設保護区に指定されて

いる。 

天然記念物 （P2） 

記念物のうち重要なものとして国・県・

市それぞれが指定しているもの。現状の

変更、保存に影響をおよぼす行為につい

て、文化庁長官や教育委員会の許可が必

要となる。なお、記念物は、貝塚、古墳、都

城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で我が国に

とって歴史上又は学術上価値の高いもの

や、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の

名勝地で我が国にとって芸術上又は鑑賞

上価値の高いもの、その他に、動物、植物

及び地質鉱物で我が国にとって学術上価

値の高いものを指す。 

特定植物群落 （P２） 

環境省が実施している「自然環境保全

基礎調査」において、わが国の植物相を形

づくっている植物群落のうち、規模や構

造、分布などにおいて代表的・典型的なも

の、代替性のないもの、あるいはきわめて

脆弱であり放置すれば存続が危ぶまれる

ものなどとして選定されたもの。 

都市計画区域 （P24） 

都市計画法に基づき、自然的社会的条

件・人口・土地利用・交通量などの現況や

推移を勘案して、一体の都市として総合

的に整備、開発、保全する必要がある区域

として県知事が指定する区域。区域内は

都市計画法その他の法令の適用を受ける。 

都市公園 （P13、P21） 

国や地方公共団体が、都市計画区域内

に設置する公園・緑地などをいう。 

都市的土地利用 （P9、P22） 

住宅地、工業用地、事務所・店舗用地、

道路などをいう。 
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な行 

二次林 （P1） 

その土地に本来あった森林が、伐採な

どによってなくなり、その後に自然に再生

した森林。植林以外の、長い年月にわたっ

てゆるやかに人の手が入ってきた森とも

いえる。 

二地域居住 （P２０） 

都市住民が農山漁村などの地域にも同

時に生活拠点を持つこと。 

ネイチャーポジティブ （P９） 

日本語では「自然再興」といい、自然や

生物多様性の損失に歯止めをかけ、環境

にとってポジティブ（プラス）の状態にし

ていくこと。 

農振農用地 （P１９、P２１） 

農業振興地域 農用地区域のこと。農

業振興地域を対象に、市町村が「農業振興

地域整備計画」を策定し、その中で今後お

おむね 10 年以上にわたり農業の利用を

確保し、農業振興を図るために指定した

優良農地のことをいう。 

 

は行 

福岡県自然環境保全地域 （P2） 

「福岡県環境保全に関する条例」に基づ

いて、優れた自然の場所として県知事が

指定するもの。区域内では、工作物の新

築・改築・増築、木竹の伐採、鉱物の掘採、

土石の採取などについて、県知事の許可

が必要となる。本市においては沖ノ島の

ほぼ全域と、大島北西部の神崎における

ハマヒサカキを主体とした海岸植物群落

の地域が指定されている。 

 

や行 

ユニバーサルデザイン （P13、P16） 

障害の有無、年齢、性別、人種などに関

わらず、多様な人々が利用しやすいよう、

都市や生活環境をデザインするという考

え方。 

 

用途地域 （P10、P13、P20、P25） 

建物等の用途や容積率、建ぺい率、高

さなどを規制し、良好な都市環境と機能

的な都市活動を確保す津ために定める制

度で、大きく住居系、商業系、工業系に分

類される。本市では、令和７年４月現在、９

種類の用途地域を定めている。 

 

ら行 

流域治水 （P１４、P２１） 

近年の気候変動での水災害の激甚化・

頻発化を踏まえ、流域全体で水災害を軽

減させる考え方のことをいう。 
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１ 第３次宗像市国土利用計画の策定体制 

  

市 

民 

宗像市 

都市計画審議会 

宗像市国土利用計画等審議会 

参加 

計画案の提示 

意見・提案 
（パブリック・コメント） 

宗像市国土利用計画等検討会議 

（幹事会・ワーキンググループ） 

事務局（都市計画課） 

協議・調整 

宗像市 

福岡県 

計画案の提示 
諮問（調査・審議） 

答申 

協議・調整 

通知 

説明・報告 
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２ 宗像市国土利用計画等検討会議（幹事会・ワーキンググループ） 

２－１．幹事会 

（１）幹事会の開催経緯 

日 時 議 題 

令和５年３月１６日 
 第３次宗像市国土利用計画、第３次宗像市都市計画マスタープラン、宗像市立

地適正化計画の方向性について 

 立地適正化計画防災指針の追記について 

令和５年７月３日 

 宗像市立地適正化計画：防災まちづくりの将来像 

 宗像市立地適正化計画：市全体としての取組方針 

 宗像市立地適正化計画：課題に対する取組方針、取組施策とスケジュール 

 宗像市立地適正化計画：防災まちづくりの目標値 

令和６年１月３１日 

 第３次宗像市国土利用計画・土地利用転換候補地等に関するヒアリングシート

に関する説明 

 第３次宗像市国土利用計画、第３次宗像市都市計画マスタープランについて 

令和６年８月１４日 
 第３次宗像市国土利用計画（素案）について 

 第３次宗像市都市計画マスタープラン（素案）について 

 宗像市立地適正化計画について 

 

（２）幹事会名簿 

幹事会 

総務部 危機管理課長 

経営企画部 経営企画課長 

市民協働部 コミュニティ協働推進課長 

環境部 脱炭素社会推進課長 

健康福祉部 福祉政策課長 

都市整備部 施設整備課長 

都市再生部 
都市再生課長 
都市計画課長 

産業振興部 産業政策課長 

教育部 教育政策課長 

R7.3 時点 
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２－２．ワーキンググループ 

（１）ワーキンググループの開催経緯 

日 時 議 題 

令和５年１月３１日 
 第３次宗像市国土利用計画、第３次宗像市都市計画マスタープラン、宗像
市立地適正化計画に関する説明 

令和５年３月８日  宗像市立地適正化計画改定の方向性（案） 

令和６年１月３１日 

 宗像市国土利用計画・土地利用転換候補地等に関するヒアリングシートの説

明・確認 

 第３次宗像市国土利用計画（素案）、第３次宗像市都市計画マスタープラン（素

案）について 

令和６年３月２９日 

 第３次宗像市国土利用計画（素案）について（市土利用の基本方針について、

土地利用転換候補地等に関するヒアリング結果について、土地利用構想図につ

いて、市土の土地の利用目的に応じた区分ごとの規模の目標及び地域別の概要

について） 

 第３次宗像市都市計画マスタープラン（素案）について（分野別の主な課題及

び計画改定の方向性について、将来都市構造の検討について） 

令和６年７月５日 

 第３次宗像市国土利用計画（素案）及び第３次宗像市都市計画マスタープラン

（素案）の概要 

 第３次宗像市国土利用計画（素案）について 

 第３次宗像市都市計画マスタープラン（素案）について 

令和６年８月１４日 

 第３次宗像市国⼟利⽤計画（素案）について 

 第３次宗像市都市計画マスタープラン（素案）について 

 宗像市立地適正化計画について 

 

（２）ワーキンググループ名簿 

ワーキンググループ 

総務部 危機管理課 防災係長 

経営企画部 経営企画課 企画政策係長 

市民協働部 コミュニティ協働推進課 コミュニティ係長 

環境部 
脱炭素社会推進課 政策係長 

下水道課 事業係長 

健康福祉部 福祉政策課 保健福祉政策係長 

都市整備部 施設整備課 施設整備係長 

都市再生部 
都市再生課 街なか再生係長 

都市計画課 都市計画係長 

産業振興部 

産業政策課 産業政策係長 

産業政策課 商工観光係長 

農業振興課 振興係長 

水産振興課 振興係長 

元気な島づくり課 元気な島づくり係長 

教育部 
教育政策課 教育総務係長 

世界遺産課 世界遺産係長 

農業委員会事務局 農業委員会事務局 農地係長 

R7.3 時点 
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３ 宗像市国土利用計画等審議会 

（１）国土利用計画等審議会の開催経緯 

諮問日：令和５年３月２０日 答申日：令和７年２月２６日 

日 時 議 題 

令和５年３月２０日  「宗像市立地適正化計画」改定の方向性（案）について 

令和５年８月２９日  「宗像市立地適正化計画」防災指針の審議項目（案）について 

令和６年７月１０日 
 第３次宗像市国土利用計画及び第３次宗像市都市計画マスタープランの概要 
 第３次宗像市国土利用計画（素案）について 
 第３次宗像市都市計画マスタープラン（素案）について 

令和６年８月２７日 
 第３次宗像市国土利用計画（素案）について 
 第３次宗像市都市計画マスタープラン（素案）について 
 宗像市立地適正化計画について 

令和６年１０月２５日 
 第３次宗像市国土利用計画（素案）について 
 第３次宗像市都市計画マスタープラン（素案）について 
 宗像市立地適正化計画（素案）について 

令和６年１２月１１日 
 第３次宗像市国土利用計画（素案）について 
 第３次宗像市都市計画マスタープラン（素案）について 
 宗像市立地適正化計画（素案）について 

令和７年２月２６日 

 パブリック・コメントの結果及び前回審議会の意見対応について 
 第３次宗像市国土利用計画（案） 
 第３次宗像市都市計画マスタープラン（案） 
 宗像市立地適正化計画（案） 

 

（２）宗像市国土利用計画等審議会名簿 

区分 氏 名 所属等 任期 

学識経験の 
ある者 

日髙 圭一郎 九州産業大学 建築都市工学部 建築学科 教授 R5.3.20～審議終了 

大方 優子 九州産業大学 地域協創学部 観光学科 教授 R5.3.20～審議終了 

黒瀨 武史 九州大学大学院 人間環境学研究院 教授 R5.3.20～審議終了 

辰巳 浩 福岡大学 理事・工学部長 教授 R5.3.20～審議終了 

コミュニティ 
運営協議会を 
代表する者 

山下 正見 赤間西地区コミュニティ運営協議会 会長 R5.3.20～R6.6.20 

山口 新吾 赤間西地区コミュニティ運営協議会 会長 R6.6.21～審議終了 

髙見 邦雄 自由ヶ丘地区コミュニティ運営協議会 会長 R5.3.20～審議終了 

宗像市農業 
委員会の委員 

吉武 順子 宗像市農業委員会 副会長 R5.3.20～審議終了 

公共的団体を 
代表する者 

麻生 功一 
社会福祉法人北筑前福祉会 特別養護老人ホーム 
むなかた 法人本部 統括施設長 

R5.3.20～審議終了 

岩田 茂 宗像市商工会 第２課 課長 R5.3.20～R6.6.20 

長谷川 勝憲 宗像市商工会 事務局長 R6.6.21～審議終了 

桑村 勝士 宗像漁業協同組合 代表理事組合長 R5.3.20～R5.8.28 

八尋 時男 宗像漁業協同組合 代表理事組合長 R5.8.29～審議終了 

公共交通事業
者を代表する者 

辻 国彦 
西日本鉄道株式会社 まちづくり・交通・観光推進部 
課長 

R5.3.20～R5.8.28 

平嶋 宏規 
西日本鉄道株式会社 まちづくり・交通・観光推進部 
課長 

R5.8.29～審議終了 

堀江 秀理 
九州旅客鉄道株式会社 総合企画本部 地域戦略部 
担当部長 

R5.3.20～審議終了 

市民代表 
木村 政一 市民公募 R5.3.20～審議終了 

吉武 麻子 市民公募 R5.3.20～審議終了 

関係行政機関の
職員 

高橋 涼 福岡県建築都市部都市計画課 課長 R5.3.20～6.3.31 

西 亮 福岡県建築都市部都市計画課 課長 R6.4.1～審議終了 

R7.3 時点 
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４ 市民意見提出手続（パブリック・コメント） 

○意見募集期間：令和７年１月１０日から令和７年２月９日まで 

○提 出 意 見 ：４件（１人） 

 

５ 宗像市都市計画審議会 
○報告日：令和６年１０月４日、令和７年３月２８日 

 


